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令和元年第３回羅臼町議会臨時会（第１号） 

 

令和元年５月１３日（月曜日）午前１０時００分開会 

 

──────────────────────────────────── 

 

○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 町長行政報告 

 日程第 ５ 議案第２１号 羅臼町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 日程第 ６ 議案第２２号 羅臼町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて 

 日程第 ７ 議案第２３号 羅臼町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて 

 日程第 ８ 議案第２４号 羅臼町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて 

 日程第 ９ 議案第１７号 令和元年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

 日程第１０ 議案第１８号 羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定について 

 日程第１１ 議案第１９号 羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

 日程第１２ 議案第２０号 羅臼町介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

──────────────────────────────────── 

○出席議員（１０名） 

  議 長 １０番 佐 藤   晶 君    副議長  ９番 小 野 哲 也 君 

       １番 加 藤   勉 君         ２番 田 中   良 君 

       ３番 髙 島 讓 二 君         ４番 井 上 章 二 君 

       ５番 坂 本 志 郎 君         ６番 松 原   臣 君 

       ７番 村 山 修 一 君         ８番 鹿 又 政 義 君 

──────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

──────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条により説明のため出席した者 

 町     長  湊 屋   稔 君   副  町  長  鈴 木 日出男 君 

 教  育  長  山 﨑   守 君   監 査 委 員         松 田 眞佐都 君 
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 企画振興課長         川 端 達 也 君   総 務 課 長         対 馬 憲 仁 君 

 税務財政課長         鹿 又 明 仁 君   納税担当課長         中 田   靖 君 

 環境生活課長         大 沼 良 司 君   保健福祉課長         太 田 洋 二 君 

 保健福祉課長補佐         洲 崎 久 代 君   産業創生課長         八 幡 雅 人 君 

 産業創生課長補佐         野 田 泰 寿 君   建設水道課長         佐 野 健 二 君 

 学 務 課 長  平 田   充 君   学務課長補佐         福 田 一 輝 君 

 会 計 管 理 者         仙 福 聖 一 君 

──────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者 

 議会事務局長         松 田 伸 哉 君   議会事務局次長  長 岡 紀 文 君 

 



― 3 ― 

──────────────────────────────────── 

午前１０時００分 開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会・開議宣告         

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） ただいまの出席議員は１０人です。 

 定足数に達しておりますので、令和元年第３回羅臼町議会臨時会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定によって、３番髙島讓二君及び４番井上

章二君を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期については、議会運営委員会で協議していただき、本日１日といたした

いと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日１日と決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸般の報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 羅臼町監査委員から、例月出納検査の結果についての報告がありました。資料は、議長

の手元に保管しております。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 町長行政報告 

──────────────────────────────────── 
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○議長（佐藤 晶君） 日程第４、町長から行政報告の申し出がありましたので、これを

許します。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） おはようございます。 

 第３回の臨時会を開催いたしましたところ、議員皆様御出席をいただきましたことをま

ずもってお礼申し上げたいというふうに思っております。 

 行政報告、１件を報告させていただきます。 

 主要道道知床公園羅臼線羅臼橋架けかえ事業についてであります。 

 先般、釧路総合振興局釧路建設管理部より、主要道道知床公園羅臼線にかかる羅臼橋の

架けかえ事業計画について説明がございました。 

 羅臼橋は交通量が多く、国道と羅臼町市街地区並びに相泊方面を結ぶ重要な橋梁であり

ますが、道路幅員が狭く、大型車同士のすれ違いが困難な状態となっており、橋梁本体も

老朽化していることから、架けかえが必要となったことであります。 

 概要といたしましては、現在の橋梁を撤去し、同位置に新しい橋梁を建設し、工事期間

中においては迂回路を設定する計画であるとのことでありました。 

 詳細な橋梁の規格や計画年次などについては示されておりませんが、今年度、迂回路設

定のための調査を行う予定で、沿線周辺の住民に対して迂回路について説明を行いたいと

のことでありました。 

 町といたしましても、本事業について協力をしてまいりますので、町民皆様の御理解と

御協力をお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） これで、行政報告は終わりました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第 ５ 議案第２１号 羅臼町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第５ 議案第２１号羅臼町監査委員の選任につき同意を求め

ることについてを議題とします。 

 鹿又政義君は、地方自治法第１１７条の規定により、除斥の対象となりますので、退席

を求めます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） １８ページをお開き願います。 

 議案第２１号羅臼町監査委員の選任につき同意を求めることについて。 

 羅臼町監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規定によ

り、議会の同意を求めるものでございます。 

 氏名につきましては、鹿又政義氏。 
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 住所、目梨郡羅臼町海岸町３１１番地の４。 

 生年月日、昭和２５年６月１１日生まれ、６９歳でございます。 

 任期につきましては、令和元年５月１３日から令和５年４月３０日まででございます。 

 鹿又氏におかれましては、平成１５年から、また、平成２７年からと、通算８年間にわ

たり、羅臼町監査委員を務められておりまして、十分な経験と識見をお持ちでございます

ので、議員皆様の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２１号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第５ 議案第２１号羅臼町監査委員の選任につき同意を求めることに

ついては、同意することに決定しました。 

 鹿又政義君、入場、着席願います。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第 ６ 議案第２２号 羅臼町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意 

を求めることについて 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第６ 議案第２２号羅臼町固定資産評価審査委員会委員の選

任につき同意を求めることについてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） １９ページでございます。 

 議案第２２号羅臼町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについ

て。 

 羅臼町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法第４２３条第

３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 氏名につきましては、横岩信子氏。 

 目梨郡羅臼町船見町１０５番地の６にお住まいでございます。 

 生年月日、昭和２３年３月４日、現在７１歳でございます。 

 任期につきましては、令和元年６月２２日から令和４年６月２１日まででございます。 

 横岩氏につきましては、これまでも平成２５年より羅臼町固定資産評価審査委員を務め
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られておりまして、経験、識見ともに適任でありますので、議員皆様の御賛同を賜りた

く、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２２号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第６ 議案第２２号羅臼町固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについては、同意することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第 ７ 議案第２３号 羅臼町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意 

を求めることについて 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第７ 議案第２３号羅臼町固定資産評価審査委員会委員の選

任につき同意を求めることについてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） 議案第２３号でございます。羅臼町固定資産評価審査委員会委員

の選任につき同意を求めることについて。 

 羅臼町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法第４２３条第

３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 氏名につきましては、嶋勝彦氏。 

 目梨郡羅臼町本町３５番地にお住まいでございます。 

 生年月日は、昭和２６年１０月２７日、現在６７歳でございます。 

 任期につきましては、令和元年６月２２日から令和４年６月２１日まででございます。 

 嶋氏におかれましても、平成２８年より同委員を務められており、経験、識見ともに適

任でありますので、議員皆様の御賛同を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２３号を採決します。 
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 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第７ 議案第２３号羅臼町固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについては、同意することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第 ８ 議案第２４号 羅臼町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意 

を求めることについて 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第８ 議案第２４号羅臼町固定資産評価審査委員会委員の選

任につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） ２１ページでございます。 

 議案第２４号羅臼町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについ

てでございます。 

 羅臼町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法第４２３条第

３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 氏名につきましては、白濵修治氏。 

 目梨郡羅臼町麻布町３７番地の１にお住まいでございます。 

 生年月日は、昭和２８年１月１３日、現在６６歳でございます。 

 任期につきましては、令和元年６月２２日から令和４年６月２１日まででございます。 

 白濵氏につきましても、これまで平成２８年より羅臼町固定資産評価審査委員を務めら

れておりまして、経験、識見ともに適任でありますので、議員皆様の満堂の御賛同を賜り

ますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２４号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第８ 議案第２４号羅臼町固定資産評価審査委員会委員の選任につき
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同意を求めることについては、同意することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第１７号 令和元年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第９ 議案第１７号令和元年度目梨郡羅臼町一般会計補正予

算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） 議案書の１ページをお開きください。 

 議案第１７号令和元年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算、また、この後、議案第１８号

から議案第２０号につきましては、それぞれ副町長及び担当課長より説明をさせますの

で、御審議、御決定くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（佐藤 晶君） 副町長。 

○副町長（鈴木日出男君） 議案の１ページをお願いいたします。 

 議案第１７号令和元年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 

 令和元年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,６００万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ４４億３,０２９万６,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 １７款繰入金１項基金繰入金７,６００万円を追加し、３億５,２００万９,０００円。 

 歳出の事業費に文教施設整備基金から繰り入れをするものでございます。 

 歳入合計７,６００万円を追加し、４４億３,０２９万６,０００円とするものでござい

ます。 

 歳出でございます。 

 ８款教育費７,６００万円を追加し、４億１,９２６万円。 

 ５項社会教育費７,６００万円を追加し、１億４,３８５万５,０００円。 

 内容につきましては、羅臼町公民館の解体工事費でございまして、６月から１２月の工

期を予定しているものでございます。 

 なお、公民館解体後の芸術文化活動の推進をさらに図るために、施設の方向性につきま

しては、各方面の御意見を聴取しながら結論を出していくこととしておりますので、御理

解を賜りますようによろしくお願いを申し上げるところでございます。 
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 歳出合計７,６００万円を追加し、４４億３,０２９万６,０００円とするものでござい

ます。 

 なお、別冊にて事項別明細書を添付させていただいております。御参照賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第１７号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第１７号令和元年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算は、原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第９ 議案第１７号令和元年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算は、原

案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第１８号 羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１０ 議案第１８号羅臼町町税条例等の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 税務財政課長。 

○税務財政課長（鹿又明仁君） 議案の４ページをお願いいたします。 

 議案第１８号羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定について。 

 羅臼町町税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 ５ページをお願いいたします。 

 羅臼町町税条例等の一部を改正する条例。 

 今回の改正につきましては、本年３月２９日に公布されました地方税法等の一部を改正

する法律（平成３１年法律第２号）に伴います改正でございます。 

 平成３１年度の地方税制改正におきましては、本年１０月予定の消費税率の引き上げに

際し、住宅及び車体課税に対する税制上の支援策とともに、地方公共団体の寄附に係る個

人住民税の寄附金税額控除、いわゆるふるさと納税制度におけます指定制度の措置などが

講じられたところでございます。 

 これらに基づきまして、それぞれ関連する項目につきまして、条項の改正及び条文の整
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理を行うものでございます。 

 改正条例につきましては、議案の５ページから１３ページに掲載しておりますが、改正

の内容につきましては、お手元に別冊として配付してございます参考資料１ページから７

ページ、資料１－１によります羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定説明資料によ

り、主な改正内容と適用関係につきまして御説明いたしますので、特段の御理解を賜りた

いと存じます。 

 まず、参考資料の１ページをお願いいたします。 

 本改正条例につきましては、５条立てとなってございます。 

 主な改正内容に沿って御説明いたします。 

 まず、１の第１条関係に係る改正内容でございます。 

 １番は、寄附金税額控除でございます。 

 ふるさと納税制度の健全な発展に向けまして、一定のルールの中で、地方公共団体が過

度な返礼品を送付し、制度の趣旨をゆがめているような地方公共団体に対しましては、ふ

るさと納税の特例控除を対象外にすることができるよう規定するものでございまして、令

和元年６月１日から施行するものでございます。 

 ２番は、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除でございます。 

 一つ目として、住宅借入金等特別税額控除に係る控除期間の拡充でございまして、消費

税率１０％が適用され、令和元年１０月１日から令和２年１２月３１日までの間の住宅取

得につきまして、住宅借入金等特別税額控除の控除期間を３年間延長するものでございま

す。 

 なお、延長しました１１年目以降の３年間につきましては、消費税率の２％引き上げ分

に対しまして、建物購入価格の３分の２％もしくは住宅ローン年末残高の１％のいずれか

少ない金額を対象に税額控除するものでございます。 

 二つ目は、住宅借入金等特別税額控除に係る申告要件の廃止でございます。 

 納税通知書の送達がされるまでに提出されました申告書の住宅借入金等特別税額控除に

関する記載要件を不要とすることに伴いまして、第２項の規定を削除するものでございま

して、平成３１年４月１日から施行するものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ３番、４番につきましては、１番で御説明申し上げました寄附金の税額控除の見直しに

伴います適用条文の整備でございまして、令和元年６月１日から施行するものでございま

す。 

 ５番は、法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合でございまして、いわゆる

わがまち特例でございます。 

 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に基づく車両に係ります固定資産税等

の課税標準の特例措置の追加に伴います適用条文の整理でございます。 

 ６番は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべ
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き申告でございます。 

 固定資産税の減額に関する特例を受ける新築住宅等の範囲の改正に伴います適用条文の

整理でございます。 

 ５番、６番の改正規定につきましては、いずれも平成３１年４月１日から施行するもの

でございます。 

 ７番は、軽自動車の税率の特例でございます。 

 軽自動車のグリーン化特例につきまして、３段階で改正するものでございます。 

 自家用乗用車に係りますグリーン化特例の適用対象を見直しし、最終的に令和３年４月

１日からは電気自動車等に限定するものでございます。 

 第１条改正では、現行制度でございまして、１４年を経過した車両に適用されます重課

を平成３１年度に限ったものとするため、平成２９年度分の経過措置でございます第２項

から第４項までの規定を削除するものでございます。 

 これに伴いまして、８番の軽自動車の賦課徴収の特例につきまして、適用条文の整理を

するものでございまして、いずれも平成３１年４月１日から施行するものでございます。 

 第２条改正では、消費税率の引き上げに伴います重課規定の整備のほか、令和２年度分

及び令和３年度分に係ります経過規定を第２項から第４項として加えるものでございま

す。 

 これに伴いまして、８番の軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例としまして新たに規定

するものでございまして、いずれも令和元年１０月１日から施行するものでございます。 

 第３条改正では、令和４年度分及び令和５年度分の経過対象を電気自動車等に限る規定

を加えるものでございます。 

 これに伴いまして、８番の軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例につきまして、適用条

文の整理を行うものでございまして、いずれも令和３年４月１日から施行するものでござ

います。 

 ３ページをお願いいたします。 

 次に、２の２条関係に係る改正内容でございます。 

 １番の町民税の申告、２番の個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書及び３番

の個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書の改正につきましては、子ども

の貧困に対応するため、現に婚姻をしていない者が児童扶養手当の支給を受け、前年の合

計所得金額が１３５万円以下でありますひとり親、いわゆる単身児童扶養者に対しまし

て、個人住民税を非課税とする措置に伴いまして、町民税申告書の簡素化及び給与年金扶

養親族申告書におけます単身児童扶養者の記載につきまして、その規定を加えるものでご

ざいます。 

 これに伴いまして、４番の町民税に係る不申告に関する過料の適用条文の整理を行うも

のでございまして、いずれも令和２年１月１日から施行するものでございます。 

 次に、５番は軽自動車税の環境性能割の非課税でございます。 
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 消費税率の引き上げに伴いまして、車体課税に対する支援策といたしまして、令和元年

１０月１日から令和２年９月３０日までの間に取得いたしました自家用軽自動車に係りま

す環境性能割の税率を臨時的に１％軽減するとする特例措置を講じまして、現行の１％適

用車につきましては非課税とするものでございまして、令和元年１０月１日から施行する

ものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ６番は、軽自動車の環境性能割の賦課の特例でございます。 

 前段、５番の新設に伴います条ずれのほか、環境性能割の適用に当たっての判断基準及

び偽り等の対応につきまして、新たに第２項から第４項の規定を加えるものでございまし

て、令和元年１０月１日から施行するものでございます。 

 ７番は、軽自動車の環境性能割の税率の特例でございます。 

 前段、５番の改正と同様に、消費税率の引き上げに伴いまして、車体課税に対する支援

策といたしまして、令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間に取得いたしま

した自家用軽自動車に係る環境性能割の税率を臨時的に１％軽減する特例措置を講じるも

のでございまして、現行２％適用車を１％とする規定を新たに加えるものでございます。

本規定につきましては、令和元年１０月１日から施行するものでございます。 

 次の第３条関係に係る改正内容でございます。 

 １番の個人の町民税の非課税の範囲でございます。 

 子どもの貧困に対応するため、単身児童扶養者に対しまして、個人住民税を非課税とす

る措置を加えるものでございまして、令和３年１月１日から施行するものでございます。 

 次に、４の第４条関係に係る改正内容でございます。 

 １番は、軽自動車税の税率の特例でございます。 

 平成２８年度税制改正におきまして新設されました軽自動車税の環境性能割の税率の特

例の整備でございまして、平成３１年４月１日から施行するものでございます。 

 次に、５の第５条関係に係る改正内容でございます。 

 １番は、平成３０年改正条例第１条で規定いたしました法人の町民税の申告納付でござ

います。 

 平成３０年度の税制改正によります大規模法人に対します申告書の義務化に伴います電

子情報処理組織によります提出方法及び電気通信回線の故障、さらには災害等によりまし

て電子情報処理組織を使用することが困難な場合の宥恕措置につきまして、新たに第１３

項から第１６項の規定を加えまして、第１７項として宥恕措置に係ります適用除外規定を

整備するものでございまして、平成３１年４月１日から施行するものでございます。 

 次の２番、３番につきましては、平成３０年改正条例附則第１条及び第２条の改正でご

ざいまして、前段、１番の改正に伴います条文の整備でございまして、いずれも平成３１

年４月１日から施行するものでございます。 

 附則といたしまして、第１条は施行期日でございます。 
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 この条例は、平成３１年４月１日から施行するものでございます。 

 ただし書きといたしまして、各条項の改正ごとの施行年月日につきましては、第１号か

ら第５号に規定するものでございます。 

 附則第２条から、７ページの第４条までは、町民税に関します経過措置でございまし

て、附則第５条は固定資産税に関する経過措置、附則第６条から第８条は軽自動車税に関

する経過措置でございます。 

 続きまして、次の８ページから３３ページまでの資料１－２、羅臼町町税条例の一部改

正新旧対照表につきましては、後ほどお目通しをお願いいたします。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第１８号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第１８号羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定について、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１０ 議案第１８号羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定に

ついては、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１９号 羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定 

について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１１ 議案第１９号羅臼町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長補佐。 

○保健福祉課長補佐（洲崎久代君） 議案の１４ページをお願いいたします。 

 議案第１９号羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について。 

 羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 １５ページをお願いいたします。 

 羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。 

 羅臼町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

 改正理由でございますが、昨年１２月２１日に閣議決定された平成３１年度税制改正の
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大綱において、国民健康保険税の課税限度額を引き上げるとともに、国民健康保険税の軽

減措置について、５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準の改正をすること

とされたことに伴う措置を講ずるため、平成３１年１月２５日付、国民健康保険施行令の

一部を改正する政令の公布に伴う改正でございます。 

 改正条文です。 

 第２条第２項ただし書き中「５８万円」を「６１万円」に改める。 

 第２３条第１項中「５８万円」を「６１万円」に改め、同項第２号中「２７万５,００

０円」を「２８万円」に改め、同項第３号中「５０万円」を「５１万円」に改める。 

 附則といたしまして、第１項で、施行期日を公布の日から施行し、平成３１年４月１日

より適用する。 

 第２項で、適用区分として、この条例による改正後の羅臼町国民健康保険税条例の規定

は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国

民健康保険税は、なお従前の例によると定めております。 

 以上でございますが、参考資料３４ページ、資料２－１に本条例の概要、続きます３５

から３６ページの資料２－２に本条例の新旧対照表を掲載しておりますので、後ほどお目

通し願います。 

 なお、本条例の改正につきましては、去る５月９日開催の令和元年第２回羅臼町の国民

健康保険事業の運営に関する協議会に諮問し、原案のとおり答申をいただいているもので

ございますことを報告させていただきます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第１９号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第１９号羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１１ 議案第１９号羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例制定については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第２０号 羅臼町介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１２ 議案第２０号羅臼町介護保険条例の一部を改正する
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条例制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（太田洋二君） 議案の１６ページをお願いいたします。 

 議案第２０号羅臼町介護保険条例の一部を改正する条例制定についてでございます。 

 羅臼町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 １７ページをお願いします。 

 羅臼町介護保険条例の一部を改正する条例。 

 羅臼町介護保険条例の一部を次のように改正する。 

 今回の改正につきましては、本年１０月に予定されている消費税の引き上げによる増収

分を財源として、所得の少ない第１号被保険者に関する介護保険料の軽減措置を強化する

ため、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正す

る政令が本年３月２９日に公布され、４月１日から施行されたことから、所要の改正を行

うものでございます。 

 改正内容につきましては、常任委員会で詳しく御説明させていただいたとおり、令和元

年度の第１号被保険者に係る介護保険料で、第１段階から第３段階までの低所得者層に対

し、減額措置を行うものでございます。 

 また、あわせて、元号改正に伴う修正を行うものでございます。 

 改正条文につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、参考資料の４０ペー

ジ、資料３－２をお開きください。 

 左側が改正後、右側が改正前でございます。 

 第２条第１項中「平成３０年度から平成３２年度まで」を「平成３０年度から令和２年

度まで」に改め、同条第２項中「平成３０年度から平成３２年度まで」を「令和元年度か

ら令和２年度まで」に、「２万８,６００円」を「２万３,８００円」に改め、同条に次の

２項を加える。 

 第３項、前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る令和元年度から令和２年度までの各年度における保険料率について準用する。 

 この場合において、前項中「２万３,８００円」とあるのは「３万９,７００円」と読み

かえるものとする。 

 第４項、第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和元年度から令和２年度までの各年度における保険料率について準用す

る。 

 この場合において、第２項中「２万３,８００円」とあるのは「４万６,１００円」と読

みかえるものとする。 

 附則といたしまして、第１項、施行期日、この条例は、公布の日から施行し、平成３１

年４月１日から適用する。 
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 第２項、経過措置、改正後の羅臼町介護保険条例第２条の規定は、令和元年度以後の年

度分の保険料から適用し、平成３０年度分までの保険料については、なお従前の例による

ものでございます。 

 なお、参考資料の３９ページ、資料３－１に条例説明資料の所得段階別保険料の比較表

を記載しております。 

 ３９ページをお願いします。 

 ただいま説明しましたとおり、最終的には令和２年度に記載されている減額分となりま

すが、財源を消費税に求めていることから、本年度につきましては２分の１ということに

なるものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２０号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第２０号羅臼町介護保険条例の一部を改正する条例制定について、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１２ 議案第２０号羅臼町介護保険条例の一部を改正する条例制定

については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） これで、本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 令和元年第３回羅臼町議会臨時会を閉会します。 

 ありがとうございました。 

午前１０時４３分 閉会 
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